
会社設立の流れ

会社の基本項目を決定

・管轄法務局で「類似商号」、事業内容の定款記載への適合性の確認
・会社の代位表印の作成
・印鑑証明書の取得

・会社の定款を作成

・公証人役場で定款の認証を受ける

・発起人代表の個人の口座へ資本金を払い込む

･法務局へ提出する申請書、会社設立に必要な書類の作成

・法務局へ申請書を提出
※提出日が会社設立日となります

・税務署、県税事務所、市町村役場へ法人設立等の届出
・社会保険、雇用保険、労働保険の加入手続き

商号（社名）／事業の目的（事業内容）／本店所在地
資本金額／発起人／役員／設立日／決算月　　など

定款の作成


